
議   第  １０９  号   

平成２８年 ２ 月２２日提出   

 

  町の区域を新たに画すること及び字の廃止について 

 

 平成２８年１０月３１日から、熊本市の別図１に示す町の区域を別図２に示すとお

り新たに画し、及び新たに画する町の区域に包含される区域内に存在する字の区域を

廃止する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

（提出理由） 

  市の区域内において、町の区域を新たに画し、及びこれに係る字の区域を廃止す

るため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定に基づき、

市議会の議決を求める必要がある。 

  これが、この議案を提出する理由である。  
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